
 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療的ケア児の保育所等受け入れガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

伊達市 

令和 8 年 4 月 
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◎保育士等が対応できる医療的ケア 
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◎看護師が対応できる医療的ケア 
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（４月利用開始の場合）

受入れ可能

概ね２月頃に

決定・通知

４月

受入れ困難

【医療的ケア児よる保育所等の利用までの流れ】

※入園の希望がある

   時点で、早めに相

  談を開始する。

概ね1 0 月～1 1 月

概ね９月～１０月 保護者から の相談

内定施設と の調整

支援計画の作成

保育所等の

利用開始

他支援・サービスの検討

利用調整

入所申込

受入れ可能性の

検討

結果通知

保育所等や医ケア児

保護者等に対する

フォ ロ ーアッ プ

・文書や面談に関する聞き取り

・観察保育や体験保育の実施

・主治医意見の聴取

（主治医の意見書や受診同行）

・多職種による検討の場の設置

連携

【関係機関】
・医療的ケア児等

コーディネーター

・教育・福祉・母子保健

管轄部署

・相談支援事業所

・医師会、主治医 等

・保育所等の状況によって

は再度利用調整が必要に

なる場合がある

連 携

連 携

【 関係機関】
・医療的ケア児等

コーディネーター

・教育・福祉・母子保健

管轄部署

・相談支援事業所

・福祉サービス事業所

・主治医 等
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